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第 1 回大和市障害福祉センター松風園の指定管理者選定委員会 議事録 

 

■日時：令和元年 7 月 9 日（火）午後 3 時から 5 時まで 

■場所：大和市保健福祉センター 5 階 501 会議室、大和市障害福祉センター松風園（施設

見学） 

■出席状況 委 員 5 名 中丸委員、杉下委員、佐土委員、下野委員、井関委員 

事務局 6 名（健康福祉総務課 山中、稲木、荒瀬 障がい福祉課 首藤、 

       丸山 すくすく子育て課 笹岡） 

■公開・非公開の状況  

      ■公開   □非公開   □一部非公開 

 

■次第 

 １ 開  会 

 ２ あいさつ 

 ３ 自己紹介 

４ 大和市障害福祉センター松風園の指定管理者選定委員会について 

５ 会長、職務代理の選出 

 ６ （１）大和市障害福祉センター松風園の概要について 

   （２）募集要項（案）・仕様書（案）・協定書（案）・審査要領（案）について    

 ７ その他 

   （１）今後の日程について 

 ８ 施設見学（松風園へ移動） 

 ９ 閉会 

 

■主な審議内容など 

 ・出席委員は自身の経歴や審議会への抱負を語った。 

・会長選出について、出席委員の互選により、中丸委員が選出された。 

 ・職務代理については、会長の指定により、杉下委員に決定した。 

 ・事務局より、指定管理者選定委員会の概略、スケジュールの説明及び大和市障害福 

祉センターの概要、募集要項（案）、審査要領（案）、仕様書（案）、協定書（案）に 

ついての説明を行った。 

  ＜※資料等は複数ページに渡るため掲載しておりませんが、事務局（大和市保健福祉センター健康福

祉総務課）で閲覧できますので、事前に連絡のうえお越しください。＞ 

 

－議題－ 

（１）大和市障害福祉センター松風園の概要について 
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 ― 質問、意見なし ― 

 

（２）募集要項（案）・仕様書（案）・協定書（案）・審査要領（案）について 

   ― 事務局より説明 ― 

 

委 員 指定管理業務の質問に関してメールで受付し、回答期日に一括回答とあるが、 

回答に納得いかない場合に再質問等は出来ないのか。 

  事務局 現段階ではホームページで一括回答を予定している。再質問は予定していな

が、質問をいただいた段階で質問内容に疑義があれば一括回答前に確認しな

がら調整し、丁寧に回答していきたい。ただ、それでも再度質問があれば柔

軟に対応していく。 

委 員 現在指定管理 4 期目だが、過去についても、メールよりは説明会等で応募者

の疑問は解決出来ているという解釈で捉える。またルールとして一括回答だ

としても安心して応募できるように、疑義に対してフォローする等の配慮を

お願いしたい。 

委 員 指定管理審査に係る評価表について、評価項目２の２－１だけ係数３とある。

もう少し詳しく説明して欲しい。 

事務局 現在、第１松風園のような児童発達支援センターは市内に１つしかない。児

童発達支援の中心的な役割を担い、機能を最大限に生かすということで３と

いう係数をつけた。 

委 員 応募した事業者が指定管理業務とは別に、自主事業として提案してもらい評

価するということでよいのか。 

事務局 おっしゃるとおり、第１松風園の機能、サービスを最大限活用出来る提案を

評価していただきたいと考えている。 

  委 員 指定管理の応募条件について前回との変更点があれば説明して欲しい。 

  事務局 職員等の配置について変更がある。1点目が第 1松風園の機能訓練担当職員に

ついて、前回までは理学療法士と限定していたが、業務内容が重なる部分も

あり、よりニーズに対応出来るよう今回範囲を広げて作業療法士を追加した。

2点目は第 2松風園の生活支援員について、前回までは常勤換算で利用者数を

1.7で除した数のうち 4人を常勤職員としていたが、昨今世間では、経験の浅

い職員を多く配置したことから、虐待等の事件、事故が発生している。そう

したことから、量より質を重んじ、1.7から 3に変更し、職員の人数は減るも

のの、8人以上を常勤職員とすることで質の充実を図る。また国が福祉介護職

員の賃金水準が低いと考えている観点からもこのような変更とした経緯もあ

る。その他の条件等については前回と同様である。 

  委 員 定員が 45 名なのに在籍者数が 59 名となっている。どのように理解すればよ
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いか。 

事務局 在籍者の全員が週 5日利用しているわけではない。実情として定員の約 107％

の 47、8名の利用と捉えている。また国が定める報酬算定においても、125％

までは減算なしとされているが、定員の超過状態が適正とは考えていないた

め、市内に空きがある事業所もあると聞いているので連携を図り是正してい

きたい。 

   

－その他－ 

 ・今後の日程について調整、以下のとおりに決定した。 

 

【第２回開催日程】 

■日 時：令和元年 7 月 24 日（水） 午前 10 時から 

■場 所：大和市保健福祉センター5 階 501 会議室 

 

【第３回（審査会）開催日程】 

■日 時：令和元年 10 月 8 日（火） 午後 1 時 30 分から 

■場 所：大和市保健福祉センター４階視聴覚室  

 

－施設見学－ 

 ・松風園へ移動 

 

 


